
仙台弁護士会による
丸森町支援活動

仙台弁護士会 災害復興支援特別委員会 委員長 小野寺 宏一



弁護士会の活動

 町役場での相談対応（情報提供）

 災害ＡＤＲ・ローン減免制度

 電話相談

 住民向け相談会・戸別訪問

 まちづくり支援

 制度提言

 サンプル調査（本年実施）



町役場での相談対応

 罹災証明書の発行現場
での相談会

 「災害時プロパー」の
支援メニューの情報提
供

 「正確さ」と「被災者
の安心」の橋渡し



弁護士会ニュース・生活再建ノート



災害ＡＤＲ・ローン減免制度



電話相談

 「電話できる被災者」
への情報提供



「自衛隊風呂」での相談会

 「ほっこりする場所」
での相談対応



「自衛隊風呂」での相談会

・国会議員の現地視察

・発災現場での制度提言



住民向け相談・戸別訪問

オーダーメイドの情報提供

・被災状況

・経済状況

・家族内での意向の違い



住民向け相談・戸別訪問

「その場」で「復旧査定」



住民向け相談・戸別訪問

・支援制度の有効活用



まちづくり支援

 地域全体で

 同じタイミングでの

 情報提供、情報共有



制度提言

・各種支援制度の申請期限の
延長

・アウトリーチによる被災実
態調査

・生活相談支援員の拡充

・専門家の活用



サンプル調査

 令和元年台風１９号 丸森町訪問調査
成果報告書 （令和３年４月）



「餅は餅屋の災害対応」の実現のために

 平時からの「顔が見える関係」

 災害と平時は地続き

「災害に強い」＝「平時の住みやすい」

平時の制度（知恵）の活用

 「先駆事例」を「スタンダード」に

→ 条例化，法令化，防災計画への編入 など


